
 

 市民が主人公のまちづくり 

 
 

 
 

 
 

★自治基本条例とは 

「市民が主人公のまちづくり」を進めるための基本的なルールです。 

まちづくりの基本となる考え方や、市民、議会、市長等それぞれの役割、市民参画の仕組みなどが定め

られています。 
 

★自治基本条例の必要性 
 地方分権が進み、各自治体では「地域のことは地域で決める」という、自立した行政運営やまちづくり

を行っていくことが求められています。 

こうした流れの中、郡上市においても、これまでの行政主導ではなく、市民のみなさんの参画に基づい

たまちづくり、市民、議会、市長等の協働によるまちづくりが重要になっています。それを進めるために

は共通の基本ルールが必要であり、その役割を果たすのが自治基本条例です。 
 

★条例制定までの経緯 

 

●平成18 年4 月 「郡上市総合計画」基本構想の

中で『まちづくり基本条例の制定』が示される。 

●平成21 年7 月 「郡上市市民協働指針」におい

て、その必要性が示される。 

●平成 23 年 3 月 「郡上市総合計画 後期基本計

画」の中で自治基本条例の制定に向けた準備を

進めることが明記される。 

●平成 23 年 9 月～  郡上市総合計画審議会委員

を中心に市民の代表 30 人の方で構成する「郡

上市住民自治推進懇話会」発足。学習会を含め

約 30 回の会議の中で、郡上市の住民自治推進

について協議が行われる。 

●平成25 年2 月 「郡上市住民自治推進懇話会」 

より、自治基本条例制定の必要性が明記された提

言書が市長に提出される。 

●平成25年6月～  公募を含む市民の代表１２人

で構成する「（仮称）郡上市自治基本条例策定委員

会」 発足。8 回の委員会を経て、条例素案がまと

められ、市民意見交換会、市の例規審査会を経て、

平成 26 年 1 月に市長へ提出される。 

●平成26年3月 パブリックコメント制度による

市民意見公募を経て、市議会に上程し、原案のと

おり可決される。

 

『郡上市住民自治基本条例』は、市民参画によって市民の手づくりで原案が作られた条例です。

平成 26年 4月 

スタート 



 

 

 

 

 

 

 

★市民、議会、市長等は、それぞれの役割と責務に基づいて 

協働によるまちづくりを進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 まちづくりの主人公である市民は、議会及び市長等とともに協働による

まちづくりを進め、いつまでも住み続けられる郡上市を目指します。 

●市民の権利 

法律、条例、規則等の範囲内で 

・市政やまちづくりに関して知る権利 

・市政やまちづくりに参画する権利 

●市民の責務 

・市政やまちづくりに関心を持つ 

・市政やまちづくりに参画するよう努める 

★市民とは  
・市内に住む人 

・市内で働く人、学ぶ人 

・市内で事業活動を行う 

事業所 

・市内で活動する団体等 

 

★市長等とは  
市長、教育委員会、 

選挙管理委員会、 

監査委員、公平委員会、

農業委員会及び固定資

産評価審査委員会をい

います  

★協働とは 地域や社会の課題解決

を図るため、市民が相互に、又は市民

と議会、市長等がお互いの立場を尊重

し、お互いの不足する部分を補いなが

ら、協力して取り組むことをいいます。 

●議会の責務 

・選挙で選ばれた住民の 

代表者が構成する議決 

機関として、市民に開かれ

た議会の運営に努める 

●市長等の責務 

・公平・公正、誠実、迅速及び効率的な事務の執行

に努める 

・市民に対しわかりやすく説明を行うよう努める 

●市長の責務 

・市民の自主性及び自立性を尊重しながら、その活

動を支援するよう努める 

・市民の期待に応えられる市職員の育成に努める 

●市職員の責務 

・市民の一員として、積極的なまちづくりへの参加

に努める 

【基本原則】 

・市民参画 

・情報の共有 

・協働によるまちづくり 

・地域資源の活用 

 

市民 

市長等 
（市役所） 

議会 

郡上市住民自治基本条例のイメージ 



 

 

 

 

 

制度・仕組 

制度・仕組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郡上市住民自治基本条例の概要 

目的・理念・原則 

 

制度・仕組み 

 

第１章 総則（第 1条 - 第 3条） 

○目的 

この条例の目的について定めています。 

○用語の定義 

この条例で使用する重要な用語の意味を定めて 

います。 

○条例の位置付け等 

この条例が、郡上市のまちづくりの基本となる 

条例であることを定めています。 

 

第２章 基本理念（第４条） 

○基本理念 

まちづくりを進めていく上での基本的な考え

方を定めています。 

・市民が主人公のまちづくり 

第３章 基本原則（第５条） 

○基本原則 

この条例の基本理念に基づき、まちづくりを推

進していくための ４つの原則 を定めていま

す。 

 ・市民参画 

 ・情報共有 

 ・協働のまちづくり 

 ・地域資源の活用 

 

第２章 基本理念（第４条） 

まちづくりを進めていく上での基本的な考え方 

を定めています。 

・市民が主人公のまちづくり 

 

第３章 基本原則（第 5条） 

この条例の基本理念に基づき、まちづくりを推進

していくための ４つの原則 を定めています。 

 ・市民参画 

 ・情報の共有 

 ・協働によるまちづくり 

 ・地域資源の活用 

権利・役割・責務 

第４章 市民の権利及び責務（第６条・第７条） 

まちづくりの主人公である市民のみなさんの 

権利、役割と責務について定めています。 

第５章 議会及び市長等の役割と責務（第８条-第 11 条） 

○議会の役割と責務 

住民の代表である議会の役割と責務について 

定めています。 

○市長等、また市職員の責務 

市長等、また市職員の責務について定めてい 

ます。 

第６章 参画及び協働（第 12 条 – 第 15 条） 

○パブリックコメント制度 

市の重要政策等の策定・決定過程における、 

市民のみなさんの意見公募に関する手続制度 

について定めています。 

○審議会等への参加 

市民のみなさんの審議会等への参加について 

定めています。 

○住民自治の推進組織 

地域課題の解決等、協働によるまちづくりを 

進めるための組織について定めています。 

○市民協働 

市民協働の考え方や、 

その拠点となる組織の 

設置について定めて 

います。 

第７章 住民投票（第 16 条） 

市政に関する重要項目について、市民のみなさん 

の意思を把握するための住民投票について定め

ています。 

第８章 市政の運営（第 17 条 - 第 27条） 

まちづくりに関する主要な市政運営の進め方に 

ついて定めています。 

・情報公開 

・個人情報保護 

・会議等の公開 

・行政評価 

・総合計画 

・財政運営 

・意見、要望、苦情等への応答 

・行政手続 

・危機管理 

・国県他機関との連携、協力 

・条例の検証 

 

 



 

 

豊かな自然と温かい心、そして歴史と文化が息づく「ふる

さと郡上市」。 

 私たちはこのふるさとを誇りに思い、いつまでも住み続け

られる地域であることを願っています。 

 郡上市には、それぞれの風土習慣をもった多様な地域が

あります。私たちは、先人たちが連綿と受け継いできたこれ

らの「たからもの」を守り、さらに磨きをかけて次世代へつな

いでいかなければなりません。そのためには、私たち市民

一人ひとりがまちづくりの主人公であることを自覚し、力を

出し合い、郡上市としてまとまっていくことが必要です。 

 私たち市民、議会及び市長等が、それぞれの役割を担い、

人と人とのつながりを大切にした協働によるまちづくりを進

めるため、この郡上市住民自治基本条例を定めます。 

 

。第１章 総則                                                   

（目的） 

第１条 この条例は、前文に掲げる理念を明らかにし、まち

づくりの基本となる住民自治や市政運営の原則を定める

とともに、市民、議会、市長等のそれぞれの役割と責務を

明確にし、協働によるまちづくりを進めることを目的としま

す。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、次のと

おりとします。 

（１） 市民 市内に居住、在学若しくは在勤する個人又

は市内において事業若しくは活動を行う個人、法人

その他団体をいいます。 

（２） 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監

査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評

価審査委員会をいいます。 

（３） 協働 地域又は社会の課題の解決を図るため、市

民が相互に、又は市民と議会、市長等がお互いの

立場を尊重し、お互いの不足する部分を補いながら、

ともに協力して取り組むことをいいます。 

（４） まちづくり いつまでも住み続けられる地域をつくる

ために、より良い地域を目指す活動全般をいいま

す。 

（５） 住民自治 市民自らが参画し、協働し、まちづくりを

主体的に進めることをいいます。 

（６） 自治力 自らの地域の課題に対して、自ら参画し、

取り組むことにより課題を解決していく力のことをい

います。 

（条例の位置付け等） 

第３条 市民、議会及び市長等は、他の条例、規則その他

の規程の制定若しくは改廃又はまちづくりに関する計画

の策定、施策や事業等を実施する場合は、この条例の

趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図りま

す。 

 

。第２章 基本理念                          

（基本理念）  

第４条 まちづくりの主人公である市民は、議会及び市長等 

とともに協働によるまちづくりを進め、いつまでも住み続けら 

れる郡上市を目指します。 

 

 

 

。第３章 基本原則                         

（基本原則）  

第５条 市民は、議会及び市長等とともに、次に掲げる事項

を基本として、まちづくりを推進します。 

（１） 市民は、積極的な市政参画に努め、議会及び市長

等は市民の市政への参画を推進します。 

（２） 市民、議会及び市長等は、お互いに情報の共有に

努めます。 

（３） 市民、議会及び市長等は、協働によるまちづくりに

努めます。 

（４） 市民、議会及び市長等は、市内それぞれの地域に 

ある多様な地域資源を活用したまちづくりを進めま 

す。 

 

．第４章 市民の権利及び責務                  

（市民の権利） 

第６条 市民は、市政やまちづくりに参画する権利を有する

とともに、市政やまちづくりに関して知る権利を有します。 

（市民の役割と責務） 

第７条 市民は、お互いに尊重し、協力しあいながら、自ら

まちづくりに参画するよう努めます。 

２ 市民は、一人ひとりが市政やまちづくりに関心を持ち、

学習に努め、自らの発言や行動に責任を持つものとしま

す。 

３ 市民は、まちづくりの担い手として、地域活動への積極

的な参加に努めます。 

４ 事業者等（第２条第１号における、市内において事業若

しくは活動を行う個人又は法人その他団体をいう。）は、

自らも地域社会の一員であることを自覚し、地域の課題

の解決に向けて取り組むよう努めます。 

 

．第５章 議会及び市長等の役割と責務             

（議会の役割と責務） 

第８条 議会は、選挙で選ばれた住民の代表者が構成する

議決機関として、市民に開かれた議会の運営に努めま

す。 

２ 議会は、この条例の基本理念及び基本原則を尊重し、

まちづくりに取り組むよう努めます。 

（市長等の責務） 

第９条 市長等は、所管する事務の企画立案、実施、評価

及び効果について、市民に対しわかりやすい説明に努め

ます。 

２ 市長等は、公平・公正、誠実、迅速及び効率的に事務を

執行します。 

（市長の責務） 

第１０条 市長は、この条例の基本理念及び基本原則に基

づいた市政運営に努めます。 

２ 市長は、市民の自治力向上のため、市民の自主性及び

自立性を尊重しながら、その活動を支援するよう努めま

す。 

３ 市長は、市民の期待に応えられる市職員の育成に努め

ます。 

 

郡上市住民自治基本条例 



 

 

（市職員の責務） 

第１１条 市職員は、公平・公正に職務を遂行するとともに、

市民との協働によるまちづくりの推進に努めます。 

２ 市職員は、市民の一員として、積極的にまちづくりへ参

加するよう努めます。 

 

．第６章 参画及び協働                        

（パブリックコメント制度 （市民意見公募手続制度）） 

第１２条 市長等は、市の重要な計画や政策の策定等につ

いて、事前にその案を公表し、広く市民の意見を聴取しま

す。 

２ 市長等は、市民から提出された意見等を考慮して政策

等の意思決定をするとともに、提出された意見等の概要

及び意見等に対する市の考えを公表します。 

３ 第１項の手続及び前項の規定による公表の方法につい

ては、別に定めます。 

（審議会等への参加） 

第１３条 市長等は、審議会、審査会、調査会その他これに

類するもの（以下「審議会等」という。）の委員を選任する

場合、男女比、年齢、職種、地域バランス等を考慮した選

任に努めるとともに、その一部には市民からの公募によ

る委員を選任します。ただし、専門性の高いものや個人

情報を扱うものなどについては、この限りではありませ

ん。 

（住民自治の推進組織） 

第１４条 市長は、協働によるまちづくりを推進するための

組織を設置します。 

２ この組織は、地域の課題を共有し、市民自らが考え、議

論しながらその解決に向けて取り組み、地域の特色をい

かしたまちづくりを進めます。 

３ この組織と運営については、別に定めます。 

（市民協働） 

第１５条 市民、議会及び市長等のまちづくりの担い手が、

お互いの責任と役割を認め合いながら、協力、連携して

まちづくりを進めます。 

２ 市長は、市民、まちづくり団体等の活動や交流の支援、

調整を行うための拠点となる組織を設置します。 

３ この組織と運営については、別に定めます。 

 

．第７章 住民投票                           

（住民投票） 

第１６条 市長は、市政に関する重要項目について、必要

に応じ住民投票を実施することができるものとします。 

２ 住民投票の実施に関し必要な事項については、それぞ

れの事案に応じて、別に条例で定めます。 

３ 市民、議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重しま

す。 

 

．第８章 市政の運営                         

（情報公開） 

第１７条 市長等は、市民の知る権利を保障するため、別に

条例で定めるところにより、情報の公開を推進します。 

 

 

 

 

（個人情報保護） 

第１８条 市長等は、市民の権利や利益が侵害されること

のないよう、別に条例で定めるところにより、個人情報を

適正に取り扱います。 

（会議等の公開） 

第１９条 審議会等の会議は、法令、条例、規則その他の

規程に特別な定めがある場合を除いて、原則として公開

します。 

（行政評価） 

第２０条 市長等は、総合計画等に基づいた事業について、

行政評価を行い、評価の結果を事業の推進や見直し等

に反映するよう努めます。 

２ 市長等は、行政評価を行う場合、審議会等による市民

参画に努めます。 

（総合計画） 

第２１条 市長は、総合的で計画的な市政運営を図るため、

議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、その実現

を図るため基本計画を策定するものとします。 

（財政運営） 

第２２条 市長等は、総合計画を基本とした計画的な財政

運営に努めます。 

（意見、要望、苦情等への応答） 

第２３条 市長等は、市政に関する意見、要望、苦情等に対

し、誠実かつ迅速な対応に努めるとともに、苦情に対して

は原因を分析し、再発の防止に努めます。 

（行政手続） 

第２４条 市長等は、市民の権利と利益を保護するため、別

に条例で定めるところにより、行政手続における、公正の

確保と透明性の向上を図ります。 

（危機管理） 

第２５条 市長等は、市民の安全安心に努めるとともに、市

民の安全確保のため緊急事態に対処できる体制の充実、

強化に努めます。 

２ 市民は、災害等に備え、地域でお互いに協力して対応

できるような体制づくりに努めるとともに、災害発生等、緊

急時には自らの安全確保に努めます。 

（国等他機関との連携、協力） 

第２６条 市長等は、共通する課題解決等において、国、県

及び他自治体等と連携、協力に努めます。 

（条例の検証） 

第２７条 市長は、この条例の見直しを含めた検証を行う機

関を、別に定めるところにより設置します。 

 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郡上市 市長公室 企画課 

〒501-4297  

岐阜県郡上市八幡町島谷 228 番地 

                      電   話  0575-67-1121（代表） 

F A X   0575-67-1711 

Ｅメｰル  kikaku@city.gujo.gifu.jp 


